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【論文内容の要旨】 

アルハンブラ宮殿は南スペインのグラナダにある、ムスリムによって建設された王宮都市である。本論文はおも

に同宮殿内の「コマレスのパティオ」及び「ライオンのパティオ」を対象として、19世紀の修復家ラファエル ・

コントレーラス・ムーニョス（Rafael Contreras Mu oz, 1824-1890）と、20世紀の修復家レオポルド・トーレス・

バルバス（Leopoldo Torres Balb s, 1888-1960）の理念と実践、特に両者の「修復」や「オリジナル」の概念の

違いの分析を軸としている。19世紀から 20世紀にかけては世界的に「修復」の概念が変化した、あるいは歴史的

建築や都市の扱いが「修復」から「保存」に移行した時期であり、その傾向は、特定様式への統一を目指す「修復」

から、全時代の様式を尊重する「保存」へと移る。 

「ライオンのパティオ」東側パヴィリオンの屋根を丸屋根に変えるなどの修復（実際には改造）を行ったコント

レーラスによる 19世紀の修復を批判的に見たトーレス・バルバスは、その思想と実践において「折衷主義と柔軟

性」を重んじるようになった。本論ではトーレス・バルバスによる修復のあり方についても批判的に検証するな

ど、直接的かつ間接的にかかわるさまざまな資料を用いて考察を進め、論を展開している。トーレス・バルバス

は、本来のアルハンブラ宮殿の姿を、調査を通じて確実に見出し、適切に修復できたかというとそうではなかった

ことは、特に「ライオンのパティオ」の歴史資料の比較調査等によって明らかにすることができた。 

時代や社会の変化や文化的差異が彼らの実践の相違の背景にあったが、それだけではなく、両者の建築観も大

きく影響していた。本論文ではコントレーラスとトーレス・バルバスがそれぞれ属していた社会や時代背景など

について詳しく調査することを通じて、そこから両者の建築観を深く掘り下げて論じた。さらに彼らの出自や専

門性を比較することによって、それらが両者の異なった価値判断に大きな影響を与えていたと結論づけた。 

【論文審査の結果の要旨】 

佐藤紗良提出学位請求論文「アルハンブラ宮殿修復史の研究－19-20 世紀を中心に－」は、ラファエル・コントレ



ーラス・ムーニョスとレオポルド・トーレス・バルバスそれぞれによる、19世紀と 20世紀前半に行われたアルハ

ンブラ宮殿の修復を比較、それを中心に同宮の修復の歴史を再検証し、近現代スペインにおける歴史的建造物の

保存と修復について独自の考察を行ったものである。現在のスペインの専門家の間では、歴史的証拠がないにも

かかわらず「ライオンのパティオ」東側パヴィリオンの屋根を丸屋根に変えるなどの修復を行ったコントレーラ

スを批判し、1934 年にその丸屋根を方形屋根に戻すなどの修復を行ったトーレス・バルバスを高く評価するのが

一般的だが、本論では後者の修復のあり方についても検証し、批判的に論じている。 

本論が「折衷主義と柔軟性」というトーレス・バルバスの柔軟な姿勢や思想に注目しているところは適切だが、

にもかかわらずコントレーラスによる丸屋根への改造を否定した疑問点についての考察はさらに進める必要があ

る。また、「修復」「保存」「保全」等の本論における重要概念の定義は示されているが、前半ではなく後半でよう

やく示されている定義もあり、論の展開には不十分なところもある。コントレーラスによる観光資源としてのア

ルハンブラの商業的活用については、より具体的な事例が確認できるなら、その指摘の価値は高まるであろう。ま

た、トーレス・バルバスによるコントレーラスの 19世紀の丸屋根等への改造への批判や修復については、現在の

スペインではほとんど批判的に考察されていないにもかかわらず、本論では適切に批判されており有意義だが、

やや遠慮気味のところもあり、研究論文としてはさらに率直に批判を展開してもいいように思われる。 

アルハンブラ宮殿はムスリムによって建設された王宮だが、1492 年のグラナダ陥落以降、カトリックの君主に

よって治められ、改造を重ねられてきた。スペインのみならず世界を代表するイスラム建築のひとつとも言える

が、その意味では、それ以後の増築、改装部分だけでなく、修復部分でさえ、キリスト教建築と言えなくもない。

本論で注目している折衷主義との関係からも、それらについての考察もさらに深めるべきであろう。 

以上のように、本論は、日本人研究者によって行われたアルハンブラの二人の代表的修復家の比較としてはも

っとも徹底した研究であるが、さらに調査を重ね、考察を深めるべき側面が複数ある。しかしながら、以下に述べ

る点は、スペインにおける関連諸研究をも含む世界的観点からも、本論の独自な点であると認めることができる。 

第一に、スペインでは批判されることの少ないトーレス・バルバスの思想と実践を、本論は適切に批判している

ことである。第二には、コントレーラスによる修復とトーレス・バルバスによる修復の最大の背景を、両者の出自

に見出していることである。コントレーラスの一族は、コントレーラス自身を含め、建築家や画家など、広い意味

での芸術家、つまり自ら創作を行う人々の集まりであった。それに対して、トーレス・バルバスは、建築の研究者

であった。その父親は著名な地理学者で、王立歴史アカデミーの一員でもあり、兄弟はいずれも法律を学んでい

る。コントレーラスによる修復は、厳密な歴史的修復というよりは、自らのアルハンブラへの思いをその一部とし

て、修復の名を借りて実現した創作的改造である。それに対して、トーレス・バルバスによる修復は、研究者によ

る歴史的事実を重んじた修復ではあるが、コントレーラスの創作的あるいは恣意的な修復から、無難ではあるが

中途半端な状態へと戻したところも大いにあり、本論はそれも指摘し、論じている。 

本論のもうひとつ有意義な点は、コントレーラスによる 19世紀の修復を建築とその意匠あるいは装飾のそれで

あり、トーレス・バルバスによる 20世紀の修復を中庭（パティオ）をも含む環境の修復と保存ないし保全として

比較しようとしていることである。この違いは、ある意味でコントレーラスからトーレス・バルバスへの変化であ

るだけでなく、それぞれが属した 19 世紀から 20 世紀への変化でもあり、その個人と時代との関係についてもよ

り明確に論じられるべきだが、その対比は本論内で示されており、今後の展開が期待される。 

以上のように、本論は、十分論じられていない点や疑問点も部分的には残されているが、独自の観点を打ち出

し、スペイン建築の専門家にも認められる、十分な数の適切な史料に基づいて分析、考察を進めており、博士（文

学）の学位にふさわしいものと認定することができる。 


